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２０２３年７月２０日策定
２０２３年８月２２日改定



インシデントの種類

No. 種類

1 地震

2 津波

3 台風・大雨・雪害

４ 火山

５
その他

（観光庁・JATAが状況確認必要と
判断したもの）

以下のインシデント発生の際に、宿泊施設へ被害状況を確認する
発報基準、ルールを示す。
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１ 地震

１） 発報基準

① 基準情報 : 気象庁発表「地震情報」
https://www.data.jma.go.jp/multi/quake/index.html?lang=jp

② 「最大震度:5強」以上の地震を対象とする

２） 発報範囲（対象）

① １）の基準を元に、震度５強以上を観測した市区町村
（に所在する宿泊施設）に対して発報をする。

② 震度5弱以下の市区町村については、
観光産業共通プラットフォーム事務局にて状況に応じて発報
可否を判断する。

※以下のようなケースで、発報対象の市区町村が増えた場合は、
追加で発報する（インシデントとしては別になる）。
・途中で震度が変わり、発報対象となった場合
・地震が連続で起き、発報対象となった場合

震度毎に市区町村が発表される。
＝サンプル＝
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１ 地震 の続き
３） 発報タイミング（宿泊施設への発報）

① 地震発生時刻から「３０分以内」
→ 観光産業共通プラットフォーム事務局から

メールにて発報を行う。

４） 宿泊施設回答期限

① 宿泊施設にて、可能な限り速やかに回答をいただく。

５） 確認タイミング（未回答宿泊施設への確認）

① 回答がしばらくない宿泊施設へは、メールもしくは電話で
観光産業共通プラットフォーム事務局から確認を行う場合が
ある。
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６） その他

① 『営業停止』などになっていた宿泊施設が復旧した場合は、
宿泊施設にて発報メールの回答を修正（「営業停止」→
「通常営業」または「条件付き営業」）していただいた
のち「営業情報通達機能」を用いて営業再開の発信をして
いただく。（２０２３年１０月末以降予定）

② 年４回（四半期に１回）程度、インシデント発生を想定した
訓練を実施する。
訓練メール（発報）を行い、宿泊施設には訓練として回答を
入れていただく。

＊土日祝・夜間は多少遅れる場合がございます。



２ 津波

１） 発報基準

① 基準情報 : 気象庁発表「津波警報・注意報」
https://www.data.jma.go.jp/multi/tsunami/index.html?lang=jp
https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#5/37.996/135/&elem=warn&
contents=tsunami

② 「大津波警報」と「津波警報」を対象とする

２） 発報範囲（対象）

① １）の基準を元に、「大津波警報」「津波警報」が出された
津波予報区に所属する市区町村（に所在する宿泊施設）に
対して発報する。

※「津波予報区」に該当する市区町村を事前に決めておく。

② 「津波注意報」対象の市区町村については、
観光産業共通プラットフォーム事務局にて状況に応じて
発報可否を判断する。

＝サンプル＝
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＊発表単位「津波予報区」単位



２ 津波 の続き
３） 発報タイミング（宿泊施設への発報）

① 警報解除から「１時間後」
→ 観光産業共通プラットフォーム事務局から

メールにて発報を行う。

４） 宿泊施設回答期限

① 宿泊施設にて、可能な限り速やかに回答をいただく
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５） 確認タイミング（未回答宿泊施設への確認）

① 回答がしばらくない宿泊施設へは、メールもしくは電話で
観光産業共通プラットフォーム事務局から確認を行う場合が
ある。

６） その他

① 『営業停止』などになっていた宿泊施設が復旧した場合は、
宿泊施設にて発報メールの回答を修正（「営業停止」→
「通常営業」または「条件付き営業」）していただいた
のち「営業情報通達機能」を用いて営業再開の発信をして
いただく。（２０２３年１０月末以降予定）

＊土日祝・夜間は多少遅れる場合がございます。



３ 台風・大雨・雪害

１） 発報基準

① 基準情報 : 気象庁発表「土砂災害警戒情報」
https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#5/34.488/137.021/&
elem=all&contents=warning

② 以下を対象とする
・警戒レベル５:大雨特別警報
・警戒レベル４:特別警報(大雨以外)・高潮警報・

土砂災害警戒情報

＝サンプル＝
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＊発表単位「市区町村」単位



３ 台風・大雨・雪害 の続き
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２） 発報範囲（対象）

① １）の基準を元に、警戒レベル５と４の警報が出された
市区町村（に所在する宿泊施設）に対して発報する。

② 「警戒レベル３」の市区町村に対しては、
観光産業共通プラットフォーム事務局にて状況に応じて発報
可否を判断する。

３） 発報タイミング（宿泊施設への発報）

① 警報発令時
→観光産業共通プラットフォーム事務局からメールにて発報
を行います。

即座に回答を要請するものではなく、警報解除がされる等
状況が落ち着いてから回答をいただくための発報です。

＊深夜早朝（21時～07時）の発報について
稼働後の運用状況を鑑み、宿泊施設様に夜間対応を強いない
ために以下の通り改定します。

ア 上記時間帯に、対象となる警報が気象庁から新たに発令
されたが、翌朝までに解除になった場合。

⇒基本的に発報は行いません。
但し、マスコミ報道等で被害が大きかったと事務局が判断
する場合は発報を行う場合があります。

イ 上記時間帯に、対象となる警報が気象庁から新たに発令
され、翌朝以降も当該警報が解除されず継続している場合。

⇒09時を目途に、被害状況の登録をお願いするメールを発報
します。

３－３）－① 2023年8月22日改定



３ 台風・大雨・雪害 の続き
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６） その他

① 『営業停止』などになっていた宿泊施設が復旧した場合は、
宿泊施設にて発報メールの回答を修正（「営業停止」→
「通常営業」または「条件付き営業」）していただいた
のち「営業情報通達機能」を用いて営業再開の発信をして
いただく。（２０２３年１０月末以降予定）

５） 確認タイミング（未回答宿泊施設への確認）

① 警報解除後の発報の後、回答がしばらくない宿泊施設へは、
メールもしくは電話で観光産業共通プラットフォーム事務局
から確認を行う場合がある。

４） 宿泊施設回答期限

① 警報発令時の発報に対しては、回答期限を設けない。
② 警報解除後の発報に対しては、宿泊施設にて、可能な限り

速やかに回答をいただく



４ 火山

１） 発報基準

① 基準情報 : 気象庁発表「噴火警報」
https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#5/34.488/137.021/&
contents=volcano

② 「レベル５（避難）」と「レベル４（高齢者等避難）」を
対象とする

２） 発報範囲（対象）

① １）の基準を元に、 「レベル５（避難）」と「レベル４
（高齢者等避難）」が出された市区町村（に所在する宿泊
施設）に対して発報する。

② 「レベル３」以下の市区町村に対しては、観光産業共通
プラットフォーム事務局にて状況に応じて発報可否を判断
する。

＝サンプル＝
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＊発表単位「市区町村」単位



４ 火山 の続き
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３） 発報タイミング（宿泊施設への発報）

① 警報解除から「１時間後」
→ 観光産業共通プラットフォーム事務局から

メールにて発報を行う。

４） 宿泊施設回答期限

① 宿泊施設にて、可能な限り速やかに回答をいただく

５） 確認タイミング（未回答宿泊施設への確認）

① 回答がしばらくない宿泊施設へは、メールもしくは電話で
観光産業共通プラットフォーム事務局から確認を行う場合が
ある。

６） その他

① 『営業停止』などになっていた宿泊施設が復旧した場合は、
宿泊施設にて発報メールの回答を修正（「営業停止」→
「通常営業」または「条件付き営業」）していただいた
のち「営業情報通達機能」を用いて営業再開の発信をして
いただく。（２０２３年１０月末以降予定）

＊土日祝・夜間は多少遅れる場合がございます。

５ その他

発報基準、発報範囲等は、発生したインシデント内容を基に、
観光産業共通プラットフォーム事務局で協議の上、都度決定する。


